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​仕　様　書​​（案）​

​１　業務名​

​アイヌ文化交流センターデジタル複合機保守​

​２　業務内容等​

​(1)​ ​保守対象機器​

​①　RICOH IM C3010F 1台​

​　給紙テーブル(PB3320)​

​　　   ②  RICOH IM 3500F 1台​

​給紙テーブル(PB3300)、インナー1ビントレイ(BN3130)​

​(2)​ ​設置及び検査場所​

​　　   札幌市南区小金湯27番地​

​札幌市アイヌ文化交流センター事務室及び生活相談室​

​①　RICOH IM C3010F：事務室　②　RICOH IM 3500F：生活相談室​

​(3)​​　保守内容​

​保守内容は以下のとおり。​

​　　　ア　対象機器が正常な状態で使用できるよう、技術員を設置場所に派遣し、又は​

​　　　　その他の方法により定期的な検査(対象機器の性能を維持するために必要な消​

​　　　　耗部品の損耗状態の確認を含む。)を実施すること。​

​　　　イ  上記アの検査の結果、対象機器に異常が認められた場合は、技術員を設置場​

​　　　　所に派遣し、調整等を行い安定した状態に保つこと。​

​ウ  定期の保守点検またはその他の修理をしたときは、速やかに書面により報告​

​　　　　し、確認を受けること。​

​　　　エ　大量のプリントに備え、保守対象機器設置場所に予備のトナーを設置してお​

​　　　　くこと。​

​(4)​ ​作業点検時間​

​保​​守​​等​​の​​作​​業​​の​​実​​施​​は、​​委​​託​​者​​の​​就​​業​​時​​間​​内​​に​​行​​う​​も​​の​​と​​す​​る。​​た​​だ​​し、​​や​​む​​を​

​得ない事情により時間外に作業を実施する場合は、受託者と委託者との協議によ​

​り行うものとする。​

​(5)​ ​予定印刷枚数​

​１ヶ月あたりの予定印刷枚数は以下のとおりとする。​

​（※）予定枚数は過去実績から算出したものであり、実際の数量を保証するもの​

​　　ではない。​

​３ 保守料金​

​　​ ​月額保守料金は、印刷1枚(カウンター数値１)につき、契約で定める区分ごとの単​

​　価に当該月の印刷枚数を乗じて得た金額から、テスト及び不良出力分として、対象機​

​　器ごとの控除率により定めた控除分(1円未満の端数切り捨て)を減じて得た合計金額​

​対象機器​ ​区分​ ​予定枚数（※）​

​①　​​RICOH IM C3010F​

​モノカラーコピー​ ​1,950枚​

​フルカラーコピー​ ​120枚​

​フルカラープリント​ ​1,410枚​

​②​ ​RICOH IM 3500F​ ​モノクロコピー・プリント​ ​550枚​
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​　とする(機器の保守管理に必要な部品(用紙を除く)を含む。)。​

​な​​お、​​機​​器​​ご​​と​​に​​基​​本​​料​​金​​(月​​額​​最​​低​​料​​金)​​が​​設​​定​​さ​​れ​​て​​い​​る​​場​​合​​は、​​上​​記​​の​​計​​算​​に​

​より求めた金額と基本料金のどちらか高い方を月額の保守料金とする。​

​対象機器​ ​区分​ ​控除率（※）　　　​

​①　​​RICOH IM C3010F​

​モノカラーコピー​

​0.3％​​フルカラーコピー​

​フルカラープリント​

​②​ ​RICOH IM 3500F​ ​モノクロコピー・プリント​ ​1.0％​

​（※）テスト及び不良出力の控除​

​４ 履行期間​

​　　​​令和８年４月１日から令和９年３月31日まで​

​５ 報告等の義務​

​受託者は、業務完了後、速やかに委託者に文書で報告すること。​

​６ 環境への配慮について​

​本業務の履行においては、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の​

​低減に努めること。​

​(1)​ ​電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。​

​(2)​ ​ごみ減量及びリサイクルに極力努めること。​

​(3)​ ​両面コピーの徹底などを行い、紙の使用量を減らすよう努めること。​

​(4)​ ​業​​務​​に​​か​​か​​る​​用​​品​​等​​は、​​札​​幌​​市​​グ​​リー​​ン​​購​​入​​ガ​​イ​​ド​​ラ​​イ​​ン​​に​​従​​い、​​極​​力​​ガ​​イ​​ド​​ラ​

​イン指定品を使用すること。​

​７　留意事項​

​(1)​ ​不​​具​​合​​が​​生​​じ​​た​​場​​合​​の​​復​​旧​​対​​応​​及​​び​​印​​刷​​用​​紙​​を​​除​​く​​一​​切​​の​​消​​耗​​品​​の​​交​​換​​ま​​た​​は​​補​

​充については、委託者の依頼に基づき、速やかに対応すること。ただし、やむを得​

​ない場合と委託者が認めた場合はこの限りではない。​

​(2)​​　当該保守業務の履行にあたり、技術上の関係から一般的にメーカー(保守を担当​

​するメーカーの関連会社を含む。)が対応する部分については、当該会社への再委​

​託を認める。この場合において、受注者は、契約締結後再委託先を申し出ること。​

​(3)​​　この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者との協議により定め​

​る。​

​８　担当​

​札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課企画係​

​札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所13階　担当：藤崎　​

​TEL：011-211-2277　 メール：ainushisaku@city.sapporo.jp​


